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１ 計画策定の趣旨 
 

成年後見制度は、認知症や障がいなどによって判断能力が十分ではない方

の権利や財産を守るため、財産管理や契約等の法律行為を代わって行う成年

後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任する制度で

す。1999 年（平成１１年）の民法の一部改正で従来の禁治産者制度に代わっ

て制定され、2000 年(平成１２年)４月から施行されています。ノーマライ

ゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保護の理念との調和の観点

から、契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、成年後見人

等がその判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、自由、財産等

の権利を擁護するという点に制度趣旨があり、この点を踏まえて、国民に

とって利用しやすい制度とすることを目指して導入されました。 

また、今後も、認知症高齢者や単身世帯の高齢者の増加が見込まれる中、

成年後見制度の利用の必要性が高まっていくものと考えられます。 

しかしながら、近年の成年後見制度の利用状況をみると、成年後見制度の

利用者数は増加傾向にあるものの、その利用者数は認知症高齢者等の数と比

較して著しく少ない状況といえます。 

そこで、国では、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定、

実施するため、2016 年（平成 28 年）5 月に「成年後見制度の利用の促進

に関する法律」(以下「促進法」という。)を施行し、2017 年（平成 29 年）

3 月には、促進法に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」(以下「国基本

計画」という。)を閣議決定しました。 

札幌市においても、制度の利用が必要な方への支援や制度の理解を進める

対応が必要となることから、成年後見制度の利用の促進に関する施策の体系

を整理し、総合的かつ計画的に推進するため、「札幌市成年後見制度利用促

進基本計画」(以下「本計画」という。)を策定することといたしました。 

この計画では、市民、関係団体、行政等が連携して権利擁護支援(※)に取

り組むことで、「一人ひとりの意思と権利が尊重され みんなが自分らしく

生きられる共生のまち さっぽろ」を実現することを目的としています。 
 

※ 権利擁護支援とは、「すべての人の自己実現、自己決定を尊重し、権利を行使できる 

よう支援するもの」です 
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 成年後見制度について 

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、その他精神上の障がいなどによ

り、判断能力が十分ではない方(以下「本人」という。)について、本人の

権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する

制度です。 

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の２種類があります。 

● 任意後見制度  

  本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人 

(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で

決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書に

よって結びます。本人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所で任意後

見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。 

● 法定後見制度  

  本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見

人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後

見」の３つの制度が用意されています。 

   補助 保佐 後見 

対象となる方 判断能力が 

不十分な方 

判断能力が 

著しく不十分な方 

判断能力が欠けて

いるのが通常の方 

成年後見人等が同

意または取り消す

ことができる行為

(※1) 

申立てにより裁判

所が定める行為 

(※2) 

借金、相続の承認な

ど、民法 13 条 1 項

記載の行為のほか、

申立てにより裁判

所が定める行為 

原則としてすべて

の法律行為 

成年後見人等が代

理することができ

る行為(※3) 

申立てにより裁判

所が定める行為 

申立てにより裁判

所が定める行為 

原則としてすべて

の法律行為 

※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品

の購入など)は含まれません。 

※2 民法 13 条 1 項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築

など)の一部に限ります 

※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。 
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２ 計画の位置づけ 

⑴  計画の根拠 

本計画は、札幌市の成年後見制度の利用の促進に関する施策について

の基本的な事項を定めた計画であり、促進法第 14 条第 1 項に基づき策

定しています。 

 

⑵  市の総合計画との関係性 

本計画は、総合計画である札幌市まちづくり戦略ビジョン[2013 年(平

成 25 年)策定]の基本的な方向に沿って策定することとされている個別

計画の一つとして位置づけられ、札幌市の成年後見制度の利用促進に関

する施策を具体化するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  市の他の個別計画との関係性 

札幌市では、対象(高齢者、障がいのある方など)や、分野(福祉・医療 

など)ごとに個別計画を策定し、各種施策を推進しています。本計画は、

成年後見制度に関する個別計画であり、体系上の関連計画である「札幌市

地域福祉社会計画 2018」と一体的に取り組み、「札幌市高齢者計画 2018」

「さっぽろ障がい者プラン 2018」との整合、連携を図ります。 

札幌市まちづくり戦略ビジョン 
アクションプラン 2019 
 [2019～2022 年度] 

ビジョン編 

札幌市まちづくり戦略ビジョン 

[2013～2022 年度] 

戦略編 

 
札幌市成年後見制度利用促進基本計画 

[2020 年 10 月～2024 年 3 月] 

 

札幌市高齢者支援計画 

 

個別計画 

主な関連計画 

さっぽろ障がい者プラン 2018 

 
札幌市地域福祉社会計画 2018 
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⑷  SDGs（持続可能な開発目標）との関係性 

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs〔エ

ス・ディー・ジーズ〕）」とは、2015 年（平成 27 年）９月の国連サミット

で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載され

ている 2016 年から 2030 年までの国際的な共通目標です。 

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（目標）と 169 のター

ゲット（取組・手段）から構成され、「地球上の誰一人として取り残さない

（no one will be left behind）」ことを誓っています。SDGs は発展途上

国のみならず、先進国も含めた全ての主体が取り組む普遍的なものであり、

日本においても積極的に取り組んでいます。 

札幌市においては、2018 年（平成 30 年）６月に「SDGs 未来都市」に

選定されたほか、札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019

をはじめとした各種計画へ SDGs の視点を反映する等、SDGs の達成に向

け積極的に取り組んでいます。本計画においても、成年後見制度の利用の

促進に関する施策を推進していくことで、SDGs の達成につなげていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市地域福祉社会計画 2018 
（地域課題の解決力強化） 

 

 
札幌市高齢者支援計画 2018 

 
 

 
  

共生型サービスの導入等 

    

 

  札幌市成年後見制度 

  利用促進基本計画 

 

 

成
年
後
見
利
用
促
進
等 

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制 
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３ 計画期間 

計画期間は 2020 年(令和２年)10 月から 2024 年(令和６年)３月までの

3 年半とします。その後、札幌市地域福祉社会計画と本計画を統合し、札幌

市地域福祉社会計画に包含して策定することとします。 

なお、本計画及び次期札幌市地域福祉社会計画[2024 年度(令和６年度)か

ら 2030 年度(令和 12 年度)]の策定時には、国の動向や札幌市の状況等を

踏まえ、本計画の見直しを行います。 
 

2018 年度 

（平成 30 年度） 

2019 年度 

（令和元年度） 

2020 年度 

(令和 2 年度) 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

2022 年度 

(令和 4 年度) 

2023 年度 

(令和 5 年度) 

2024 年度～ 

(令和 6 年度～) 

       

 

４ 計画の策定体制 

⑴  「札幌市地域福祉社会計画審議会」及び「権利擁護部会」の設置 

促進法第１４条第２項において、市町村における成年後見制度の利用の

促進に関する基本的な事項を調査審議するため、条例の定めるところによ

り、審議会などの合議制の機関を置くよう努めることとされています。 

これを受け、札幌市では、地域福祉計画及び成年後見制度の利用の促進

に関する施策についての基本的な計画及び事項を調査審議する「札幌市地

域福祉社会計画審議会」を条例設置しました。 

本計画の策定にあたっては、成年後見制度に関する専門的な事項につい

て審議を要することから、医療・福祉・学識経験者に加え、成年後見制度

に関する福祉関係者や法律分野の専門職で構成される「権利擁護部会」を

当審議会に設置し、全５回の審議を経て、幅広い意見を聴取しその反映に

努めました。 

国の成年後見制度利用促進基本計画 

2017 年(平成 29 年)4 月～2022 年(令和 4年)3 月 

札幌市地域福祉社会計画 2018 

2018 年(平成 30 年)4 月～2024 年(令和 6年)3 月 

札幌市成年後見制度利用促進基本計画 

2020 年(令和 2年)10 月～2024 年(令和 6年)3 月 

次期札幌市
地域福祉社
会計画に包
含して推進 

 

 
計画の統合 
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⑵  札幌市内部の検討体制 

成年後見制度における市の関係課において、内容及び関連施策との整

合性について横断的な検討を行いました。 

 

⑶  市民意見の公募と計画への反映 

市民の多様な意見を考慮して施策を定めるため、パブリックコメント

を実施いたしました(今後、実施予定)。 

・意見募集期間 

・意見募集方法 

・主な資料公表場所を掲載 

 (概要は資料編に掲載予定) 

 

 

 

 
札幌市地域福祉社会計画審議会(地域福祉に関連する関係者で構成) 

   地域福祉社会計画に関する調査及び審議 

 

 

 

 
         
  
【札幌市附属機関設置条例第６条】 

第 1 項  附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるた

め必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くこと

ができる。 
 

第 2 項  附属機関は、その定めるところにより、部会等の決議をもって附属機

関の決議とすることができる。 

 

 

  

 
権利擁護部会(札幌市附属機関設置条例第６条第１項により設置） 
 

(成年後見制度に関連する福祉関係者や法律分野の専門職で構成) 
 

成年後見制度利用促進基本計画に関する調査及び審議 
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⑷  成年後見制度に関する市民意識調査 

成年後見制度の認知度や将来的な制度利用意向など、市民の意識や

ニーズを把握することを目的として、アンケートを実施しました。 

・調査期間  2018 年（平成 30 年）12 月 7 日（金）～ 12 月 21 日（金） 

・調査方法  郵送による調査票の送付 

・調査対象  満 18 歳以上の市民から無作為抽出した 5,000 人 

・有効回答数 2,394 通(47.9 ％) 

 (詳細は第２章に掲載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律 抜粋 
 

（基本理念） 

第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人

等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重ん

ぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見

人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自

発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみ

ならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念

を踏まえて行われるものとする。 

 ２ 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適

切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその

活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保する

こと等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行

われるものとする。 

 ３ 成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関(法務省、

厚生労働省、総務省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)、地方

公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に、成

年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ

確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われ

るものとする。 
 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっと

り、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実

施する責務を有する。 
 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促

進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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（関係者の努力） 

第六条 成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、 

基本理念にのっとり、その業務を行うとともに、国又は地方公共団体が 

実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努め 

るものとする。 

 

（国民の努力） 

第七条 国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとと

もに、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する成年後見制

度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（関係機関等の相互の連携） 

第八条 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実

施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当

たっては、特に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関

係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共団体の区域に所在する

成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関

係者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。 

 

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市

町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策について

の基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設

立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関

して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定

めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるもの

とする。 
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第２章  

計画策定の背景 
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１ 国の動向  
 

⑴ 成年後見制度の利用の促進に関する法律 

 国は、2016 年(平成 28 年)５月、財産管理や日常生活等に支障がある人

を支援するための重要な手段である成年後見制度が十分に利用されていな

いことに鑑み、制度利用の促進についての基本理念や国・地方公共団体の

責務などを定めた促進法を施行しました。 

 促進法では、市町村の区域において、成年後見制度の利用の促進に関す

る施策についての基本的な計画を定めるよう努めることと規定されたほ

か、制度の利用促進に関する基本的な事項を調査審議するための審議会そ

の他の合議制の機関を置くよう努めることと規定されました。 

成年後見制度の理念 
 

① ノーマライゼーション 

  成年被後見人等が、成年被後見人等でない人と等しく、基本的人権を

享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障されるべきこと。   
 

② 自己決定権の尊重 

  成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被

後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと。 
 

③ 身上の保護の重視 

  成年被後見人等の財産の管理のみならず、成年被後見人の心身や生活

の状況に配慮して健康や療養等に関する法律行為を行うこと。 

 

 

⑵ 成年後見制度利用促進基本計画 

 国は、2017 年(平成 29 年)３月、促進法第 12 条第１項に基づき、成年

後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、国基本計画を閣議決定しました。 
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 国基本計画では、成年後見人等が本人の財産管理のみを重視するのでは

なく、本人の意思を丁寧にくみ取りながら権利を擁護していく意思決定支

援・身上保護も重視し、利用者がメリットを実感できる制度・運用へ改善

を進めるものとしています。 

また、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよ

う、各地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な

人を発見し、適切に支援につなげる地域連携の仕組み（以下「地域連携

ネットワーク」という。）を構築することを市町村の役割としました。 

市町村では、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築に向けて積極

的な役割を果たすとともに、当該ネットワークの役割に資する機能の段階

的・計画的な整備に向け、市町村計画を定めるよう努めるものとされまし

た。 

 

国基本計画が規定する地域連携ネットワークの３つの役割 
 

① 権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

  地域において、権利擁護に関する支援の必要な人（財産管理や必要な

サービスの利用手続を自ら行うことが困難な状態であるにも関わらず、

必要な支援を受けられていない人、虐待を受けている人など）の発見に

努め、速やかに必要な支援に結び付ける。 
 

② 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

  早期の段階から、任意後見や保佐・補助類型といった選択肢を含め、

成年後見制度の利用について住民が身近な地域で相談できるよう、窓口

等の体制を整備する。 
 

③ 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援

体制の構築 

  成年後見制度を、本人らしい生活を守るための制度として利用できる

よう、本人の意思、心身の状態及び生活の状況等を踏まえた運用を可能

とする地域の支援体制を構築する。 



- 14 - 

 

２ 成年後見制度を取り巻く現状  

⑴ 全国における成年後見制度の利用状況 

  全国の成年後見制度利用者数は、各類型のいずれにおいても年々増加

しており、2014 年(平成 26 年)12 月末日時点から 2018 年(平成 30

年)12 月末日時点の４年間で約 18.1%増加しています。 

  今後、認知症高齢者等の増加が見込まれ、当該制度の需要は一層高ま

るものと考えられていますが、各類型の利用割合を比較すると、2018

年(平成 30 年)12 月末日時点では成年後見の利用が全体の約８割を占

め、他の類型と大きな差が生じています。 

利用者の自発的意思を尊重し、能力に応じた対応を可能にする観点か

ら、任意後見が適切かつ安心して利用されるとともに、保佐及び補助の

利用促進を図るための取組が求められています。 
  

・成年後見制度利用者数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     〈資料〉最高裁判所「成年後見関係事件の概況」 
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⑵ 札幌市の成年後見制度の利用状況 

札幌市の成年後見制度の利用者数は、2019 年(平成 31 年)４月１日時

点で 2,687 人であり、全国的な各類型の利用割合と同様、保佐、補助及

び任意後見が低い状況にあります。 
 

・札幌市の成年後見制度利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

また、2018 年(平成 30 年)の札幌市における成年後見制度の申立件数は

361 件であり、制度の利用者数と同様に成年後見の割合が高く、その他の

類型は低い状況にあります。 
 

・札幌市の成年後見等申立件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈資料〉札幌家庭裁判所（概数） 
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⑶ 札幌市の認知症高齢者の状況 

  札幌市の要介護等認定者に占める認知症高齢者(「認知症高齢者の日常

生活自立度」Ⅱ以上の高齢者)は、2019 年(平成 31 年)4 月１日時点で

56,749 人であり、高齢者のおよそ 10 人に１人が認知症という状況で

す。 

  また、高齢化の進行に伴い、認知症高齢者は年々増加することが見込

まれており、2025 年(令和 7 年)には、高齢者のおよそ 8 人に１人が認

知症という状況になる可能性があります。 
 
 

認知症高齢者の考え方 
   

要介護等認定を受けている方のうち、主治医意見書に記載されている

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の方を認知症高齢者としていま

す。 
 

・日常生活自立度Ⅱ…日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思

疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意して

いれば自立できる状態 
 

・日常生活自立度Ⅲ…日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思

疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態 
 

・日常生活自立度Ⅳ…日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思

疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要と

する状態 
 

・日常生活自立度 M…著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾

患が見られ、専門医療を必要とする状態 
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・札幌市の認知症高齢者数及び高齢者人口に占める割合の将来見通し 

〈資料〉札幌市高齢者支援計画 2018（各年 10 月１日時点） 
 
 

 なお、札幌市の高齢者人口に占める認知症高齢者の割合は、65 歳から

69 歳の場合は 1.4%ですが、年齢が高くなるにつれて上昇しており、90

歳以上では 53.0％に達し、およそ２人に１人が認知症という状況です。 
 
 

・札幌市の高齢者人口に占める認知症高齢者の割合（年齢別） 
 
 
 
 
 

〈資料〉札幌市（2019 年(平成 31 年)４月１日時点） 

 

 

 

 

年 齢 区 分 65歳～69歳 70歳～74歳 75歳～79歳 80歳～84歳 85歳～89歳 90歳以上

割　合 1.4% 3.1% 7.0% 16.1% 31.1% 53.0%
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⑷ 札幌市の知的障がい者及び精神障がい者の状況 

  札幌市の療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加

しています。 
 

・札幌市の療育手帳所持者の障がい程度別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               〈資料〉札幌市（各年３月 31 日時点） 
 

・札幌市の精神障害者保健福祉手帳所持者の障がい程度別推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈資料〉札幌市（各年３月 31 日時点） 
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⑸ 成年後見制度に関する事業の現状 

 ア 市民後見推進事業 

   札幌市では、認知症高齢者等の増加に伴う成年後見制度の需要に対

応するため、2014 年度(平成 26 年度)から、弁護士等の専門職以外の

市民が成年後見人等として活動する「市民後見人」を養成するととも

に、市民後見人候補者を家庭裁判所に推薦する取組を行っています。 
  

・札幌市の市民後見人候補者名簿の登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈資料〉札幌市（各年４月１日時点） 
    

また、札幌市では、１人の成年被後見人等に２人の市民後見人が就任

して後見業務を実施しています。これは、市民後見人相互で協力しなが

ら本人を支援することや、より多くの後見活動経験者を輩出するだけで

なく、相互牽制による不正防止を図る点で有効です。 

なお、市民後見人による受任件数は年々増加しています。 
 

・札幌市の市民後見人の受任件数（累計） 
 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

1 件 6 件 10 件 15 件 
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 イ 成年後見制度利用支援事業 

   札幌市に居住する身寄りのない認知症高齢者、知的障がい者及び精

神障がい者の財産管理等を行う必要がある場合、市長が家庭裁判所に

対して成年後見等開始の審判を申立てることができ、その申立てに係

る費用や成年後見人等の報酬を助成しています。 
   

・札幌市の市長申立件数の類型別推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・札幌市の申立費用及び報酬助成の実施件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈資料〉札幌市 
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 ウ 日常生活自立支援事業 

  札幌市社会福祉協議会では、判断能力が不十分なため、日常生活を送

るうえで支障がある方に、福祉サービスの利用援助や金銭管理サービス

などを行っており、札幌市ではその活動を支援しています。 

  なお、日常生活自立支援事業の実契約件数については、200 件程度で

推移しています。 
 

・日常生活自立支援事業の各年度の実契約件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈資料〉札幌市社会福祉協議会(各年度末日時点) 
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問１ 成年後見制度の内容を知っていた人・・・・・・・・・「制度の名称だけではなく、制度の内容も知っていた」 

問１ 成年後見制度の内容を詳しく知らなかった人・・・「制度の名称は知っていたが、制度の内容は詳しく知らなかった」 

問１ 成年後見制度の内容を知らなかった人・・・・・・・・「制度の名称のみ知っていた」＋「知らなかった」 

⑹ 成年後見制度に関する市民意識調査の結果 

  2018 年(平成 30 年)12 月、無作為に抽出した札幌市民 5,000 人（満

18 歳以上の男女）を対象として、成年後見制度に関する意識調査を実施

しました。調査票の回収数は 2,394 通、回収率は 47.9%でした。 
 
【問１】あなたは、成年後見制度を知っていましたか。 
 

成年後見制度について「制度の名称だけでなく、制度の内容も知っていた」人は 26.8%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の名称だけではなく、

制度の内容も知っていた

26.8

26.6

27.3

17.5

24.7

28.7

32.7

31.2

21.7

制度の名称は知って

いたが、制度の内容は

詳しく知らなかった

38.3

38.1

38.3

23.3

29.1

37.4

37.5

43.1

44.9

制度の名称のみ

知っていた

9.9

12.1

8.5

7.3

10.5

7.1

8.2

11.5

13.2

知らなかった

23.4

22.7

24.1

51.5

34.8

26.2

21.5

13.2

16.6

無回答

1.5

0.5

1.8

0.5

0.8

0.7

0.0

1.0

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

対象者全体(N=2,394) 

男性(N=948)

女性(N=1,420) 

29歳以下(N=206) 

30歳～39歳(N=247) 

40歳～49歳(N=439) 

50歳～59歳(N=437) 

60歳～69歳(N=506) 

70歳以上(N=530) 

性
別

年
代
別

制度の名称だけでは

なく、制度の内容も

知っていた

26.8%

制度の名称は知って

いたが、制度の内容

は詳しく知らなかった

38.3%

制度の名称のみ

知っていた

9.9%

知らなかった

23.4%

無回答

1.5%
対象者全体(N=2,394) 
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【問２】あなたは、将来的にあなた自身の判断能力が不十分となった場 

合、成年後見制度を利用したいと思いますか。 
 

将来的な成年後見制度の利用の意向について、「利用したいと思う」人は 32.2% 

 

 

 

 

 

 

【成年後見制度の内容の認知度別】 

問１で“成年後見制度の内容を知っていた”と回答した人は、問２で「利用したいと思

う」(46.0%)と回答している割合が高く、全体と比較して 13.8％高くなっている。 

利用したいと思う

32.2%

利用したいとは

思わない

17.8%

わからない

47.7%

無回答

2.3%
対象者全体(N=2,394) 
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《問２で、「利用したいと思う」と答えた方にお聞きします》 

【問２-１】あなたは、あなた自身の判断能力が低下し、自分の身の回りの

契約行為や財産管理などができなくなった場合、誰に後見人となって支援

してほしいですか。あてはまるものにいくつ〇をつけてください。 
 

後見人となって支援してほしい相手は「配偶者や子どもなどの親族」が 82.9％ 
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《問２で、「利用したいとは思わない」または「わからない」と答えた方に

お聞きします》 

【問２-2】あなたが、「利用したいとは思わない」または「わからない」と

答えた理由は何ですか。あ て は ま る も の に い く つ で も 〇 を つ け て く だ さ い 。 
 

利用したいと思わない理由は、「他人に財産管理をされることに抵抗がある」が 40.5%  
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【問３】あなたは、あなたの親族の判断能力が不十分となった場合、親族

の後見人となって財産管理をすることに抵抗はありますか。  

 

 

 

 

 

 

親族の後見人となって支援を行うことについて、「抵抗はない」人は 48.0％ 

【成年後見制度の内容の認知度別】 

問１で“成年後見制度の内容を知っていた”と回答した人は、問３で「支援することに

抵抗はない」(61.4%)と回答している割合が高く、全体と比較して 13.4％高くなってい

る。 

支援することに

抵抗はない

48.0%

支援することに

抵抗がある

19.8%

わからない

28.0%

無回答

4.2%
対象者全体(N=2,394) 
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《問 3 で、「支援することに抵抗がある」または「わからない」と答えた

方にお聞きします》 

【問３-１】あなたが、「支援することに抵抗がある」または「わからな

い」と答えた理由は何ですか。あてはまるものにいくつでも〇をつけてく

ださい。 

抵抗がある理由は「財産管理や契約行為を行うための知識や経験がないから」が 47.6％ 
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【問４】成年後見制度が利用しやすいものとなるためには、どのようなこ

とが重要であると思いますか。あてはまるものにいくつでも〇をつけてく

ださい。  

成年後見制度が利用しやすくなるために重要なことは、「制度利用の方法などに関

して、身近な相談窓口があること」が 55.9％ 



- 29 - 

 

成年後見制度の利用状況における課題 

市民意識調査により把握した課題 

 

３ 成年後見制度に関する課題  

札幌市における成年後見制度の利用状況や、市民意識調査の結果から見

えてくる主な課題は以下のとおりと考えられます。 

 
 

【課題１】成年後見制度が十分に活用されていない 

 成年後見制度の利用者となりうる認知症高齢者は、2019 年(平成 31 年) 

４月１日時点で 56,749 人おり、また、同年３月 31 日時点の知的障がい 

者は 18,722 人、精神障がい者は 27,388 人います。一方、成年後見制度 

の利用者は同年４月１日時点で 2,687 人にとどまり、全国的な利用状況と 

同様に、制度が十分に活用されているとは言えないため、権利擁護支援を 

必要とする人を発見・支援につなげる体制を整備する必要があります。 
 

【課題２】保佐、補助及び任意後見の利用割合が低い 

 全国的な成年後見制度の各類型の利用割合と同様、札幌市においても成 

年後見の利用割合が約８割を占め、その他の類型の利用割合が低い状況の 

ため、利用者の能力に応じたきめ細やかな対応や、利用者の自発的意思を 

反映させていく必要があります。 

 

 

【課題３】成年後見制度が市民に知られていない 

 「成年後見制度の名称だけではなく、制度の内容も知っていた」と回答 

した市民は約 3 割にとどまり、制度内容の認知度が低い状況のため、広 

報・啓発活動を実施していく必要があります。 
 

【課題４】成年後見人等を支援する体制が整備されていない 

親族後見人等からの支援を望む市民や、親族後見人等となって支援する

ことに抵抗がない市民は多い状況です。一方、親族後見人等となって支援

することに抵抗がある理由に「財産管理等を行う知識や経験がない・重い

責任を感じる・トラブルに遭いそう・不安を感じる」と回答した市民が多

く、成年後見人等を支援していく体制を整備する必要があります。 
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第３章  

計 画 の 理 念 ・ 目 標 と 施 策 の 体 系 
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１ 基本理念 

 

一人ひとりの意思と権利が尊重され  

みんなが自分らしく生きられる共生のまち さっぽろ 

 

権利擁護支援は、「すべての人の自己実現、自己決定を尊重し、権利を行

使できるよう支援するもの」です。 

認知症高齢者や障がいのある方の場合、本人の努力だけでは尊厳の保持

は難しく、成年後見制度をはじめとした権利擁護支援を行う必要がありま

す。権利擁護支援が必要な人を発見し、速やかに適切な支援につなげるた

めに、地域の市民・関係団体等が権利擁護支援の必要性や重要性を理解し

たうえで、それぞれの役割を果たしながら地域全体で取り組むことが期待

されています。 

また、本人らしい生活が実現できるよう、財産管理に留まらず、本人の

意思が尊重され、かつ、生活の質の向上につながる福祉的支援も重要とな

ります。 

このような背景から、地域の市民・関係団体・行政等が連携して権利擁

護支援に取り組むことにより、認知症高齢者、知的・精神上の障がいのあ

る方を含む全ての市民が、安心して、いきいきと暮らし続けられる共生の

まちづくりを目指していきます。 
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基本目標Ⅰ 

基本目標Ⅱ 

基本目標Ⅲ 

２ 基本目標 

 本計画では、基本理念の実現に向けて、以下の３つの基本目標を設定し

ます。 
 

  

成年後見制度の利用を促進するための体制を整備します 

 

権利擁護が必要な方を適切な支援につなげていくためには、地域関係団

体や関係機関とのネットワークを構築し、地域の資源を有効に活用した連

携体制の構築が重要です。そのため、権利擁護支援の地域連携ネットワー

クを構築するとともに、地域連携ネットワークのコーディネート等を行う

中核となる機関（以下、「中核機関」という。）を設置します。 

 

 

  誰もが等しく安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整えます 

 

制度の利用を促進するためには、権利擁護支援が必要な方だけではな

く、ご家族や成年後見人等の誰もが安心して成年後見制度を利用できる仕

組みをつくることが必要です。成年後見制度を必要とする方が速やかに制

度利用に結びつくよう、制度の周知や利用支援等に関する仕組みづくりを

行います。 
 

 

  

後見人が活動しやすい環境づくりを進めます 

 

成年後見制度を利用する人や制度を必要とする人が増加していくことを

踏まえ、より一層の支援が必要となります。そのため、成年後見人等が、

地域において孤立することなく、継続的かつ安定的な活動が行われるよ

う、中核機関を中心としたバックアップ体制を整えていきます。 



- 33 - 

 

３ 施策の体系 

本計画で設定する基本目標を達成するため、札幌市は６つの施策を展開

していきます。６つの施策に対応する主な取組については、第４章に掲載

しています。 

基本理念 基本目標 施策 

一人ひとりの意思

と権利が尊重され  

みんなが自分らし

く生きられる共生

のまち 

さっぽろ 

Ⅰ  

成年後見制度の利用

を促進するための 

体制を整備します 

１  

権利擁護支援の体制整備と 

地域連携ネットワークの構築 

Ⅱ  

誰もが等しく安心し

て成年後見制度を利

用できる仕組みを整

えます 

２  

制度利用につながる情報提供や

相談実施 

３ 

成年後見制度利用支援事業の 

推進 

 

４ 

後見人となる人材の育成・活用 

５ 

適切な権利擁護支援につなげる

ための体制の整備 

Ⅲ  

後見人が活動しやす

い環境づくりを進め

ます 

 

６ 

後見活動を支援する仕組みづくり 
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第４章 

施策の展開 
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権利擁護支援の体制整備と地域連携ネットワークの構築 

 

 

 

 

成年後見制度の利用を促進するための 

体制を整備します 

基本目標Ⅰ 

施策１ 
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施策１ 権利擁護支援の体制整備と地域連携ネットワークの構築 

【現状と課題】 

家族や地域のつながりの希薄化が進む今日、判断能力が不十分で金銭管

理などの日常生活に支障を来す場合や、自ら SOS を発信することが難しい

など、生きづらさを抱える人の尊厳が脅かされる場面が多くなってきてい

ます。 

例えば、身の回りの世話をしてもらうために必要な介護サービスなどの

契約をすることが難しかったり、自分に不利益な契約であってもよく判断

ができず契約を結んでしまい、悪徳商法などの消費者被害にあうなどの問

題が発生しています。 

また、身近な家族などが、本人の同意なしに財産や金銭を使用したり、

本人が希望する金銭の使用を理由なく制限するなどの経済的虐待を行うな

どの問題も発生しています。 

そのため、権利擁護が必要な人を発見し、速やかに適切な支援に結び付

けるとともに、本人らしい生活を守るための制度として、成年後見制度を

利用できるよう、本人の意思、心身の状態及び生活状況等を踏まえた運用

を可能とする地域の支援体制が求められています。 

 

【施策の方向性】 

・札幌市の権利擁護支援、成年後見制度利用促進機能の強化に向け、成年

後見制度に関わる関係団体等が連携を図るネットワークを構築します。 

・権利擁護支援の地域連携ネットワークを構成する団体が役割分担し、成

年後見制度をはじめとした権利擁護支援を促進していきます。 

・地域連携ネットワークを効果的に機能させるため、当該ネットワークの

コーディネート等を行う中核機関を設置します。 

・成年後見人等が成年被後見人等の自己決定権を尊重し、身上保護を重視

した後見活動が行われるよう支援していきます。 
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【主な取組】 

⑴  地域連携ネットワークの中核となる機関の設置 

札幌市の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けた進

捗管理、地域連携ネットワークのコーディネート等を行う中核となる機

関を設置します。 

中核機関では、成年後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁護

支援に関する広報・啓発活動や制度利用等に関する相談対応に取り組み

ます。 

また、成年後見人等への適切な支援が行えるよう、家庭裁判所と情報

交換、調整等を行い、制度に関わる各種個人・団体の情報を集積し、相

互の連携の強化を図ります。 

 

⑵  地域連携ネットワークの機能の整備 

成年後見制度の利用の促進に向け、中核機関が下記の３つの役割を念

頭に、成年後見制度に関わる専門職団体、高齢者・障がい者福祉・医療

の関係機関、行政、司法、地域の関係団体と連携を図りながら、地域連

携ネットワークを構築します。 

そのうえで、成年後見制度の利用の促進に資する下記の４つの機能に

ついて、地域連携ネットワークを構成する団体と分担しながら、本計画

において段階的に整備していきます。 
 

３つの役割 

① 権利擁護支援が必要な人の発見・支援  

② 早期の段階からの相談・対応体制の整備  

③ 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する 

支援体制の構築 
 

４つの機能 

① 広報機能  ② 相談機能  ③ 利用促進機能  ④ 後見人支援機能 
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⑶  専門職団体や関係機関による協議会の設置 

   地域連携ネットワークを効果的に機能させるため、成年後見制度に関

わる専門職団体、高齢者・障がい者福祉・医療の関係機関、行政、司

法、地域の関係団体等を構成員とする札幌市成年後見制度協議会を設置

します。 

なお、中核機関が同協議会の事務局を担い、地域連携ネットワークの

コーディネートを行うことで、当該制度の利用促進を図るための連携体

制を強化していきます。 

 

⑷  チームによる後見活動の推進 

   地域全体の見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人を発見し、適

切な支援に結び付ける機能を強化するための仕組みとして「チーム」に

よる後見活動を推進します。 

  権利擁護支援が必要な人について、本人の状況に応じ、後見等開始前

においては本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が、後見開始

後は、これに成年後見人等が加わる形で「チーム」として関わる体制づ

くりを進め、日常的な関わりを通して本人の意思決定支援や身上保護等

が行なわれるよう推進していきます。 

  また、さまざまな理由で成年後見制度に結び付かなかった場合には、

引き続き、本人に関わった関係機関が地域連携ネットワークを活用し、

継続的に意思決定支援を行いながら適切な権利擁護支援につないでいけ

るよう、働きかけを行います。 
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地域連携ネットワークのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・税理士会・行政書士会等 

 

 

チームのイメージ 
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支援 
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制度利用につながる情報提供や相談の実施 

 

 

 

成年後見制度利用支援事業の推進 

 

 

 

後見人となる人材の育成・活用 

 

 

 

適切な権利擁護支援につなげるための体制の整備 

 

 

 

誰もが等しく安心して成年後見制度を 

利用できる仕組みを整えます 

基本目標Ⅱ 

施策２ 

施策３ 

施策４ 

施策５ 
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施策２ 制度利用につながる情報提供や相談の実施 

【現状と課題】 

成年後見制度は、判断能力が十分ではない人の財産や生活を守る重要な制

度ですが、どのようにしたら利用できるのか、利用することでどのような支

援を受けられるのかが市民にあまり理解されておらず、身近な制度とは言え

ない状況にあります。 

さらに、制度利用を検討する段階に至った場合でも、申立てに必要な書類

の煩雑さなどから、制度利用に至らないケースもあり、制度の利用を促進す

るうえでの大きなハードルのひとつとなっています。 

札幌市における市民意識調査（2018 年（平成 30 年）12 月実施）におい

ても、成年後見制度の認知度が低く、市内で成年後見制度を利用している人

は、市内の認知症高齢者や精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の所持者と比

較して少ない状況にあります。 

そのため、成年後見制度の利用の促進に向け、市民だけではなく、権利擁

護支援が必要な人と接する機会の多い福祉施設や医療機関などに対しても、

制度の周知啓発を行うとともに、権利擁護に関する相談対応等を実施してい

く必要があります。 

 

【施策の方向性】 

・成年後見制度が市民にとって利用しやすいものとなるよう、成年後見制度

の理解を深めるための周知啓発を進めます。 

・成年後見制度を含めた適切な権利擁護支援に結び付けるために相談・対応

体制を充実させます。 

・権利擁護支援が必要な人を日常的に支援することが多い福祉・医療の関係

機関の職員への研修を行います。 
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【主な取組】 

⑴  制度周知のための広報・啓発活動 

札幌市においては、これまで、成年後見制度に関わる専門職団体や札

幌市社会福祉協議会などで、一般市民向けの周知や啓発活動を行ってき

ました。 

そのため、新たに設置する中核機関では、これらの機関と連携を図

り、パンフレット等を活用した制度周知、フォーラムやセミナー、相談

会等の開催など、市民や関係機関に幅広く制度内容や相談窓口について

の周知を図るための広報・啓発活動を行います。 

その際には、日常生活自立支援事業や任意後見・保佐・補助類型も含

めた成年後見制度の早期利用を念頭において広報・啓発活動を行いま

す。 

 

⑵  関係機関の職員に対する研修の実施 

権利擁護支援が必要な人の発見・支援、早期の段階からの相談対応を

行うとともに、チームによる後見活動を推進するためには、日常的にこ

れら対象者に接する機会の多い関係者の意識醸成が不可欠です。そのた

め、高齢者や障がい者と接する機会の多い福祉や医療の関係機関の職

員、民生委員、福祉のまち推進センターの活動者等に対し、成年後見制

度や日常生活自立支援事業なども含めた、適切な権利擁護支援に結び付

けるための研修等を実施します。 

 

⑶  権利擁護支援を必要とする人を発見・支援につなげる活動の推進 

地域福祉の担い手である民生委員や福祉のまち推進センター、福祉の

専門職である介護支援専門員や相談支援専門員等の日頃の活動・業務を

通じて、既に発見されている人はもとより、権利擁護支援の必要な人を

発見して適切な制度に結び付けるよう支援していきます。 
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⑷  成年後見制度の利用に関する相談の実施 

新たに設置する中核機関において、任意後見制度や保佐・補助類型と

いった選択肢を含め、成年後見制度の利用について早期の段階から相談

できる窓口を開設します。 

また、成年後見制度に関わる専門職団体の個別相談窓口や、地域の身

近な相談窓口である地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所が

中核機関と連携を図りながら、権利擁護支援に関する相談対応を行いま

す。 
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施策３ 成年後見制度利用支援事業の推進 

【現状と課題】 

札幌市では、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の方が財産

管理等における保護を必要とする際に、成年後見制度の申立てをする親族

がいない場合には、市長が札幌家庭裁判所に対して後見等開始の審判の申

立てを行っています（以下、「市長申立て」という。）。 

また、資産・収入等の状況に応じて、市長申立てに係る費用や成年後見

人等の報酬を助成しています。 

 成年後見制度の利用が必要な人の増加に伴い、成年後見制度利用支援事

業の需要も高まっていくものと想定されるため、適切かつ円滑に事業を実

施することが求められています。 

 

【施策の方向性】 

 ・身寄りのない認知症高齢者等の福祉の増進を図るため、成年後見制度 

  の利用を支援します。 

  

【主な取組】 

⑴ 市長申立ての実施 

  判断能力が十分ではないために、成年後見制度を利用する必要性が高 

いものの、親族による申立てができない事情がある方に対して、適切か

つ円滑に市長申立てを実施します。 

 

⑵ 申立費用及び報酬費用助成の実施 

  市長申立て事案において、資産・収入等の要件を満たした方に対し、

その申立費用及び成年後見人等に対する報酬の助成を実施します。 

また、市長申立て以外の事案における申立費用及び報酬費用の助成の

実施について検討課題とします。 
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施策４ 後見人となる人材の育成・活用 

【現状と課題】 

札幌市では、親族後見人が得られない方や身寄りのない方に対する支援

として、2014 年度(平成 26 年度)から、弁護士等の専門職以外の市民が

後見人等として活動する「市民後見人」を養成するとともに、市民後見人

候補者を家庭裁判所に推薦する取組を行っています。 

今後、認知症高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の需要は一層

高まるものと考えられており、成年後見人等となる人材の育成・活用が求

められています。 

 

【施策の方向性】 

 ・身近な支援者である市民後見人や法人後見事業者など地域の資源を活用

し、権利擁護支援の担い手の確保に努めます。 

 

【主な取組】 

⑴  市民後見人の養成 

成年後見制度の需要に応じた成年後見人等を確保していくため、地域

における身近な存在として、地域の実情を熟知した上で、その実情に即

して本人の意思をより丁寧にくみ取って後見活動を進めていくことがで

きる市民後見人候補者を養成します。 

また、養成研修終了後も、定期的に市民後見人候補者の資質向上に資

するフォローアップ研修を行うほか、受任している市民後見人の活動に

対する支援も実施していきます。 

 

⑵  法人後見の推進 

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO 法人などの法人が成年

後見人等になり、個人で成年後見人等に就任したのと同様に、判断能力

が十分ではない人の保護・支援を行うことをいいます。 
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法人後見は、長期間の後見活動が想定される場合、継続性や専門性の

観点から、その活用が必要な場合もあります。 

そのため、法人後見実施団体の活動を推進するため、地域連携ネット

ワークを活用して後見活動に関する相談対応を行うとともに、今後の法

人後見のあり方等について研究していきます。 
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施策５ 適切な権利擁護支援につなげるための体制の整備 

【現状と課題】 

札幌市では、権利擁護支援の一つとして、札幌市社会福祉協議会が実施

主体となり、日常生活自立支援事業を実施しています。当該事業は、判断

能力が十分でない人が福祉サービスの利用手続や金銭管理において支援を

受けるものであり、利用開始に当たり医学的判断が求められないこと、生

活支援員等による見守り機能を生かし、本人に寄り添った支援が可能であ

ることなどの特徴を有しています。今後、地域連携ネットワークが構築さ

れる中で、日常生活自立支援事業と成年後見制度との連携強化が重要とな

ります。 

また、札幌市では、市民後見推進事業により養成した市民後見人候補者

を家庭裁判所に推薦する取組を行っています。 

国基本計画では、家庭裁判所に選任される成年後見人等は、本人の財産

の不正使用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職等の第三者が選

任されることが多く、第三者が成年後見人等になるケースの中には、意思

決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものも

あると指摘されています。 

そのため、成年後見制度の利用者がメリットを実感できていないケース

も多く、本人の利益保護のために最も適切な成年後見人等が選任されるた

めの取組が求められています。 

 

【施策の方向性】 

 ・日常生活自立支援事業利用者の状況に応じて成年後見制度へのスムーズ

な移行が行われるよう、札幌市社会福祉協議会と連携を強化します。 

 ・本人の状況等に応じて適切な成年後見人等候補者が選定されるよう、推

薦する体制の整備について検討していきます。 
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【主な取組】 

⑴  日常生活自立支援事業からの移行支援 

日常生活自立支援事業利用者の中には、認知機能の低下が進行するな

どにより、成年後見制度への転換が望ましいケースが見込まれます。 

そのため、日頃から利用者と接している専門員・生活支援員を抱える

札幌市社会福祉協議会と中核機関が連携を図り、保佐、補助類型の利用

や後見類型への転換が望ましいケースについては、スムーズに成年後見

制度に移行できるよう、体制を整備します。 

 

⑵  適切な候補者を推薦するための仕組みづくり 

市長申立て事案において市民後見人の受任が適任と考えられる場合

や、家庭裁判所からの市民後見人候補者推薦依頼を受けた場合には、適

切な成年後見人等が選任されるよう、学識経験者や法律の専門職等で構

成される受任調整部会を開催し、市民後見人候補者を家庭裁判所に推薦

します。 

また、市民後見人以外の成年後見人等候補者の推薦については、国の

動向や札幌市における成年後見に関する申立ての状況等も踏まえ、対象

範囲や実施時期について検討していきます。 
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後見活動を支援する仕組みづくり 

 

 

 

  

 

後見人が活動しやすい環境づくりを進めます 

 

基本目標Ⅲ 

施策６ 
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施策６ 後見活動を支援する仕組みづくり 

【現状と課題】 

札幌市では、市民後見推進事業を実施し、市民後見人が活動する上での

困りごとを解決するための相談対応等を行い、その活動を支援する体制を

整備しています。 

しかし、市民後見人以外の成年後見人等からの相談については、現在、

家庭裁判所が対応しているものの、家庭裁判所では福祉的な観点から本人

の最善の利益を図るために必要な助言を行うことは困難であるとされてい

ます。 

そのため、本人や成年後見人等を支援するための仕組みづくりを進め、

本人の意思、心身の状態及び生活の状況等を踏まえた後見活動がなされる

ような体制を整備していく必要があります。 

 

【施策の方向性】 

・本人の意思決定支援や身上保護を重視した後見活動が行われるよ

う、その活動を支援する体制を整備します。 

・本人を支援する成年後見人等が孤立して後見活動を行うことがない

よう、その活動を支援する体制を整備します。 

 

 【主な取組】 

⑴ 後見活動に関する相談体制の整備 

  成年後見人等からの後見活動に関する相談に対応するため、中核機関

に相談対応を行う窓口を設置し、専門職団体の既存の相談対応とともに

に、後見活動を支援する体制を整備します。 

   

⑵ チームに対する支援 

  本人の意思決定支援を尊重し、身上保護を重視した後見活動が行われ

るよう、必要に応じ、本人に身近な親族、福祉・医療・地域の関係者と

成年後見人等が連携するチーム構築の支援をするとともに、チーム関係

者からの相談対応も行います。 
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⑶ 専門職等との連携の強化 

  中核機関に設置する相談窓口に寄せられた後見活動等に関する専門的

な相談に対応するため、専門職団体と連携し、成年後見人等を対象とし

た後見活動等に関する支援の充実を図ります。 

  また、後見活動等に関する専門的なニーズを把握し、必要に応じて、

中核機関に専門職の窓口を配置するなどの支援体制の構築について検討

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 

 

 

 

第５章  

計画の推進について 
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計画の推進体制 

⑴  市民、関係団体、行政等の連携による計画の推進 

本計画は、成年後見制度の利用を促進するため、基本理念及び基本目

標を定め、札幌市の成年後見制度の利用を総合的かつ計画的に推進する

ための基本計画であり、市民、関係団体、行政等が、それぞれの役割を

担いながら連携し、計画を推進していくことが必要です。 

 

⑵  計画の進行管理・評価 

本計画は、附属機関である札幌市地域福祉社会計画審議会に進捗状況

等を報告し、評価・意見をいただき検証していきます。 

なお、中核機関の運営等に関しては、地域連携ネットワークにおける

札幌市成年後見制度協議会から意見をいただきながら、今後のより良い

施策展開につなげていきます。 

 

⑶  成果指標 
 

 指 標 基準(2020) 目標(2021 年) 

中核となる機関の設置 ― 設置 

 

権利擁護支援を必要とする人を適切な支援に結び付け、本人の意思決

定支援・身上保護を重視した制度として運用していくためには、成年後

見制度の関係者で構成される地域連携ネットワークを整備し、コーディ

ネートを担う中核となる機関が重要となります。 

札幌市では、2021 年（令和３年）に中核となる機関を設置し、成年

後見制度の広報・啓発活動を実施するほか、制度利用や後見活動等に関

する相談窓口を設ける等、当該制度の利用促進を図るための取組を進め

ていきます。 

 

 

 


